
大規模災害時における緊急避難場所の確保及び航空機燃料の供給に関する協定

高知県（以下「甲」という。）と入交石油株式会社（以下「乙」という。）は、大規模地震

発生直後の緊急避難場所の確保及び応急期における航空機燃料の供給に関して、次のとお

り協定を締結する。

（趣旨）

第１条 本協定は、大規模地震に伴い発生することが想定される津波被害から、乙の職員

及び給油車両を保護するための緊急避難場所を確保するとともに、乙が管理する給油施

設及び給油車両（以下「給油施設等」という。）に備蓄されている航空機燃料を甲が指定

するヘリコプターに供給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

（緊急避難場所の確保）

第２条 甲は、大規模地震に伴い津波被害が想定される場合で、乙から職員及び給油車両

の避難受入れの要請があったときは、業務に支障のない範囲で高知県消防防災航空セン

ターの庁舎及びノースエプロンを緊急避難場所として提供する。

２ 乙の職員及び給油車両の避難にあたっては、ヘリコプターの移動や離着陸に注意し、

安全を確認して行うものとし、手順及び給油車両の駐車位置等については、甲と乙が協

議して別に定める。

（航空機燃料の供給）

第３条 乙は、給油施設等に備蓄されている航空機燃料について、甲から供給の要請があ

ったときは、可能な範囲でこれに応じるものとする。

２ 供給に係る燃料単価は年度当初に甲と乙で締結している物品売買単価契約書の契約単

価を適用する。

（給油用資機材）

第４条 乙は、航空機燃料の給油に必要な資機材をあらかじめ準備しておくものとする。

２ 甲は、乙があらかじめ準備する資機材の保管場所を提供するとともに、日常点検で使

用している甲所有の資機材の使用を認めるものとする。

（協定期間）

第５条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和４年３月３１日までとする。ただ

し、期間満了の１か月前までに甲又は乙のいずれかからも申出がない場合は、本協定は

１年間延長されるものとし、以降も同様とする。

（協定外の事項）

第６条 この協定書に定めのない事項又はこの協定書の条項について疑義が生じた場合に

は、必要に応じて甲と乙が協議してこれを定めるものとする。



この協定締結を証するため、本書２通を作成し、甲と乙がそれぞれ記名押印のうえ、各

自１通を所有する。
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